
告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
積
善
堂
博
多
医
院

田
村
市
滝
根
町
神
俣
字
関
場
一
一

平
成
二
三
年
一

月
一
日

さ
と
う
歯
科
・
矯
正
歯
科
ク
リ

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
市
中
四
番
甲
三
七
八
四
│

同

年
三

ニ
ッ
ク

一

月
一
日

ス
マ
イ
リ
ー
薬
局
天
神
町
店

福
島
市
天
神
町
一
五
│
一
二

同

あ
け
ぼ
の
薬
局
新
白
河
店

白
河
市
豊
地
弥
次
郎
九
一
│
一

同

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
積
善
堂
博
多
医
院

田
村
市
滝
根
町
神
俣
字
関
場
一
一

平
成
二
三
年
一
月

一
日

加
藤
医
院

双
葉
郡
�
葉
町
北
田
字
下
山
根
八
五

平
成
二
二
年
一
二

月
三
一
日

星
歯
科
医
院

南
会
津
郡
南
会
津
町
松
戸
原
一
一
八

同月
二
九
日

佐
藤
歯
科
医
院

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
市
中
四
番
甲
三
七
九
〇

平
成
二
三
年
二
月

二
八
日

あ
け
ぼ
の
薬
局
新
白
河
店

白
河
市
豊
地
弥
次
郎
九
一
│
一

同(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
反
田

地
区
に
係
る
県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決

定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日
か
ら(

二
十
日
間)

同

月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

喜
多
方
市
役
所

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

郡
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
中
都
市
計
画
下
水
道
事
業(

郡
山
市
公
共
下
水
道
事
業)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

一
六
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

一
六
七

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
件

一
六
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
六
八
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公

告

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
二
日

四

事
業
施
行
期
間

(

変
更
前)

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

(

変
更
後)

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し
。

(

下
水
道
課)

公
告
第
八
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
郡
山
農
学
校

三

代
表
者
の
氏
名

伊
藤

和

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
清
水
台
一
丁
目
六
番
地
の
十
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
郡
山
市
民
や
共
通
の
目
的
を
持
つ
者
に
対
し
て
、
安
心
安
全
で
美
味
し
い
農
産
物

の
生
産
・
消
費
等
、
地
元
の
農
業
や
食
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
為
の
事
業
を
行
い
、
農
業
を

主
と
し
た
経
済
活
動
の
活
性
化
を
通
じ
て
、
東
日
本
大
震
災
後
の
郡
山
市
の
復
興
と
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)
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